
3 、 自治体病院の 再編・ネットワーク 化の必要性、 効果及 び 課題 

( 「 ) 自治体病院の 在り方を地域全体で 検討すべき必要性 

そもそも、 医療サービスは、 単独の病院ですべて 行うことができないものであ り， 当 

然に地域全体でその 在り方を検討すべきものであ る。 特に、 医療技術が高度化するなか 
で、 多様な住民ニーズに 応えていかなければならない 状況においては、 なおさらであ る。 
医療 圏 全体において、 医療資源の配分を 最適化するにはどうすべきかの 検討がなされな 
けれ は ならないのであ る。 

また、 「上記 2. 自治体病院を 取り巻く状況」において 述べたように、 

・交通ネットワークの 整備や、 情報化の進展等により、 自治体病院が 数多く設置され 
た 昭和 3 0 年代、 40 年代と比べると、 全く異なる状況になっていること。 

・現在の自治体病院及 び 診療所を、 今の形で残すことは、 厳しさを増す 自治体病院の 
経営状況、 個々の自治体の 財政状況、 地方財政の状況から、 困難と考えられること。 

・医師を確保しやすい 状況を実現するためにも、 現在の自治体病院及び 診療所を、 今 
の形で残す方法では 無理があ ること。 

を勘案すれば、 そうした検討を 急ぐぺき時期にきている。 
厳しい財政状況のなかで、 それぞれの病院が 可能な限り効率化していくことは 勿論心 

要であ るが、 それだけでは、 地域の住民二一 ズと 医療サービスの 内容にミスマッチを 生 

む 心配もあ り、 こうした地域全体の 医療サービスの 在り方の検討は 極めて重要であ る。 

(2) 自治体病院の 再編・ネットワーク 化の効果 
地域全体で自治体病院の 在り方を検討するとして、 解決に向けた 有効な方法が、 地域 

における自治体病院について、 基幹病院にほ、 中核的な医療機能を 持たせ，それ 以外の 
病院・診療所においては ，日常的な医療確保を 行 う こととし、 機能の再編を 行 う ととも 

に 、 病院相互，病院・ 診療所の連携を 密にし，全体をネットワーク 化する方法であ る。 

この取組を登底させれば 事業統合ということになるが、 連携・ネットワーク 化の強弱 
により、 取組手法としては、 いく っか のバリエーションもあ り ぅる 。 

この自治体病院の 再編・ネットワーク 化には、 以下のような 効果があ ると考えられる。 
①現在の病院機能を 見直し、 再編を行 う ことで、 新たな医療ニーズに 対応した医療 

サービスの提供が 可能となる。 

②病院の機能分担による 機能の特化により、 効率的な医療提供が 可能となる。 

③基幹病院への 医師の集中により、 医療の質が確保され、 結果として症例数の 多い病 
院 となり、 医師確保を行いやすい 環境となる。 

こうした効果があ るにもかかわらず、 現状を脱しきれない 状況にあ るが、 多くの関係 

者にこうした 利点を理解してもら ぅ とともに、 実例の積み上げにより、 地域間の医療 し 

ベルアップ競争が 生まれることが 期待される。 それだけに基幹病院の 機能は重要であ る 

とともに、 一定の広がりを 持った地域、 たとえば二次医療 圏 あ るいはより広い 圏域での 

取組が期待される。 
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(3) 自治体病院の 再編，ネットワーク 化の課題 
再編・ネットワーク 化する場合には、 中核機能が付与されるものの、 必ず、 規模縮小 

する病院や、 病院から診療所になるもの、 病床がなくなる 診療所といった、 現在通院し 
ている患者等にとっては、 一面だけ見れば 不便になるという 課題が存在することになる。 

そこで、 まず重要なことは、 全体として、 サービスが高度化することを 地域住民に十 
分理解してもらうことであ る。 今 あ る病院の近隣に 住んでいる人の 初期診療という 点で 
は マイナスになるとしても、 命にかかわるようなケースに 対する医療サービスとしては、 

相当程度レベルアップすることなどを 理解してもらう 必要があ る。 
まだ、 診療所というと、 初歩的な診療のみしか 行えない印象もあ るが、 住民のため 必 

要な 医療機器を整備し、 高度なニーズに 応えることも 可能であ るし、 基幹病院からの 医 

師派遣により、 常勤医師が担当しない 診療科の対応を 行 う など、 機能面では、 相当のレ 

ベルを維持することは 十分可能であ る。 
さらに、 診療所という 言葉のイメージも、 「聴診器ひとつの 診療というイメージ」に 

なりがちであ ることから、 「 00 医療センター」といったネーミンバも 構わないわけで 

あ るし、 診療所、 福祉、 介護の機能を 併せ持つ地域包括ケアの 拠点として位置づけ、 地 
域 住民ニーズに 応えていく方法もあ る。 

また、 サテライト化という 言葉も、 マイナスイメージが 強く、 誤解を生む場合もあ る 

ことから、 たとえば後方支援病院といった 表現を用いるなどの 工夫もあ ってしかるべき 

であ る。 
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4, 自治体病院の 再編、 ネットワーク 化の具体的な 効果 

(1 ) 山形県置賜地域における 取組の内容等 
①背景等 

山形県南部に 位置する置賜二次保健医療 圏 ( 米沢市、 長井市、 南陽市、 高畠町、 川 

西町、 小国町、 白鷹町政 ぴ 飯豊町の 3 市 5 町 ) における自治体病院再編双の 医療提供 

体制の現状は、 全部の市町に 自治体病院又は 診療所が設置され、 地域医療の主体を 担 

っていたが、 住民に提供する 医療内容も、 医師等の確保対策も 互いに連携することを 

く 個別に行われていたために、 病院等の機能分担もなされず ，重複投資が 行われてい 

ただけでなく、 規模の小さい E 廉人口をべ ー スにした医療の 提供にとどまっており、 

多くの施設において 老朽化と探険化が 進展するとともに、 高度医療機器の 導入の立ち 

遅れが見られるなど、 地域医療の厳しい 状況が顕在化していた。 

また、 医学，医療技術の 高度化・専門化とともに、 高齢化の急激な 進展による疾病 

構造の変化等に 伴い、 住民の保健医療に 対するニーズも 多様化・高度化し、 高度専門 

医療を求める 要求が高まる 中にあ って、 置賜地域においては、 循環器疾患等高度・ 専 
門的な診断、 治療を県内他地域に 依存しているなど、 十分対応できない 状況にあ った。 

さらに、 県内における 県立医療施設の 設置状況をみると、 他 医療 圏 においてはすべ 
て県立の施設が 設置されていたものの 置賜地域には 未設置であ り、 地域住民からの 県 

立による高度医療施設設置の 要望が高まっていた 状況を踏まえ、 県土の均衡あ る発展 

を 実現する観点からも 関係機関による 早急な対応も 迫られていた。 
このような状況を 踏まえ、 病院の整備・ 運営等に共通した 課題を持ち、 かつ地理的 

に隣接し 30 分以内で救急搬送できる 範囲内であ った長井市、 南陽市、 川西町政 ぴ飯 
豊町の 2 市 2 町と県において、 救命救急センターを 併設した基幹病院の 新設と既存病 

院・診療所のサテライト 化による新たな 医療システムを 構築することについて 合意が 

なされ、 この整備及 び 管理，運営の 主体となる機関として、 山形県と 2 市 2 町により 

新たな一部事務組合の 設立に至った。 

市町村単独では 財政的にも基幹となる 病院を整備することは 困難であ ったが、 県が 

一部事務組合に 参画するとともに、 基幹病院関係経費を 大幅に負担することにより、 
再編の実現を 後押ししたことも 本 再編が実現した 大きな要因とされている。 

( 泰一 3) 公立置賜病院組合における 負担金の負担割合 

内訳 設 の区分 県 : 2 市 2 町 

&B-A@ia@ 50  :  50 

給朗肪 ".""""""-""""  "" "  " "  。 " " ト端端 "-""""-"""  """"".""""""" 癌鯛 ; "  妊 新潮 -""" """ " ， 45@ :@ 55   締託 。 "" 。 " 1 00       

""" 。 。 離一 """""" 。   -- : Ⅰ 00 

給 "" """ 。 "" 耐 '""""' 。 "" 80@ :@ 20 

救命 @ 急ヒンター 1 OO       

-9-ry@            C@lffi@@K) -- : 1 00 
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②再編の概要 
再編前は 3 病院「診療所 ( 計 8 1 2 床 ) において、 各々規模の小さい 医療人口をべ ー 

スにした地域医療の 中核的機能、 地域に密着した 医療機能、 学校医等保健衛生機能を 
担っていたものであ るが、 再編後においては、 急性期・高度医療を 担う基幹病院 

(500 床 ) 及 び 救命救急センター (20 床 ) を新たに整備し、 既存病院・診療所を 初 

期・慢性 期 医療を担う病院・ 診療所としてサテライト 化することにより、 機能分担・ 

ネットワーク 化を図り、 サテライト化された 病院等において 常勤医師が担当しない 診 

療科については、 基幹病院から 担当医師を派遣することにより、 必要な診療を 確保な 
" と … 地域としての ， 。 ‥ " 一一一 医瞭 、 @ 提供体制の強化が … ， ". 。 ‥ """" " 一 図られている " "  - O 

( 図一 3) 再編による機能分担 
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( 図一 4) 置賜広域病院組合における 医師派遣 ( 交流 ) の状況 
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(2) 山形県置賜地域における 取組の効果 
①経営の効率化 

病院再編に伴い 整備された急性期・ 高度医療を担 う 基幹病院政 ぴ 救命救急センター 

と 初期，慢性 期 医療を担うサテライト 病院・診療所との 間で機能分担及 び ネットワー 
ク化が図られ ，基幹病院、 サテライト病院等どちらでも 同じ医師からの 診察を受けら 
れるなど一体的な 医療提供を行うことができるようになったため、 地域医療提供体制 
が 強化されたことはもちろんのこと、 経営の効率化の 面においても 次のような効果が 

表れている。 
外来患者の状況について、 再編前 ( 平成 1 1 年度。 以下同じ。 ) と再編後 ( 平成 

1 4 年度。 以下同じ。 ) を 比較すると、 再編後には 延 外来患者数が 7. 9% の増、 

1 日 平均外来患者数が 5. 7% 増となっている。 

入院患者の状況についても、 総病床数は再編双から 1 3 2 床 (1 6%) 減少してい 

るものの，再編前後を 比較すると、 再編後の延入院患者数は 4, 9% 増となっている。 
また、 病床利用率については 再編前はいずれの 病院も 8 0% に達していなかったが、 

再編後には 空 ベット情報の 共有化などもあ り 90% 前後へと各病院とも 大幅に改善さ 

れている。 
また、 経営状況を医業収支及び 比率から見てみると、 新設された公立置賜総合病院 

の医業収支比率は 年々改善は図られているものの 平成 ] 4 年度で 84. ] % となって 

おり、 同規模病院と 比較すると入院・ 外来とも診療単価が 低いなど課題も 残っている 

が、 サテライト化された 病院については、 再編前後の病院計を 比較すると、 再編後に 
は 改善が図られている。 
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( 表 一 4) 再編前後の外来・ 入院患者の状況比較 

  再編前   再綿後 
  

  ]  外来患者の状況 
  

( 延 外来患者数コ 

区 分 H 「「 
    

長井市立 2%,330 
南陽市立病院 125,291 
川西町立病院 65,307 

吉 言 十 433  928 

l
 

l
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医
 

Ⅰ
 

（
 

長井市立 院 997 
南陽市立病院 513 

川西町立病院 268 

合 計 1  778 

    2  入院患者の状況     

( 延 入院患者数 ) 
区 分 Ⅱ「「 

    

長井市立 院 131.586 
南陽市立病院 64 ， 498 

川西町立病院 22,693 
合 計 218@ 777 

( 病床利用率 ) 
区 分 H ⅠⅠ 

一   

長井市立病院 77. 7 

南陽市立病院 70. 2 
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( 単位 : 人 ) 
区 分 H Ⅰ 3 H 「 4 
ムム 

Ⅰ 72  031 Ⅰ 77  1 Ⅰ 1 

長井 32,682 36. ㎎ 9 

南陽病院 12,973 15,878 
      

サテライト吉士 45@ 655 52@ 317 
合 計 2 Ⅰ 7  686 229@ 428 

対 Hll 年度 0.5% 減 4.9% 増 

( 単位 : %) 
区 分 H 「 3 H Ⅰ 4 
" ム   90. 6 93. 3 

長井 院 80. 2 90.8 

南陽病院 7 Ⅰ・ 1 87.0 
      

( 単位 : 田 
区 分 H 「 3 H  l  4 

， 合ム Ⅰ Ⅰ 8. 6 19. 7 

良 暁 31. 2 38. 9 

南陽病院 28. 6 33.0 
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( 泰一 5) 再編前後の経営状況比較 
  

再絹 前 
  

再編 後 
経営の状況 
( 医業収支及び 比率 )   

                区分                                                               Hll                 
長井市立病院 97.4%   
(E 業収栂 5,303   
([EIG& 業 費用 ) 5,444 

南陽市立病院 田 ． 7%   
(DE 業 収益 2,217   
ytELt2 、 ， 業 費用 ) 2,617 

川西町立病院 79.7%   
(E 業 収益 902   
(E 業 費用 ) 1,132 

合 計 91.6%   
(E 業収 ㈲ 8,422   
(E 業 費用 ) 9,193 

( 単位 : 百万円 ) 
区 分 H 1@ 3 H 1@ 4 

総合病院 83.6% 84. 1%   
(ne.(s,, 業 収益 8,672 8,863   
(E 業 費用 ) 10  370 10  542 

長 院 92.1% 98.2%   
(S@tLEs 業 収益 1,302 1,387   
(lS@l@S@ 業 費用 ) 1,413 1,413 

南陽病院 72.8% 83.9%   
(E 業 収益 598 771   
(E 業 費用 ) 821 919 

  一     
  一     
  一   

サテライト 計 85. ㎝ 92.5%   
(f@.l@s 業 収益 1,900 2, 158   
(.E 業 費用 ) 2  234 2  332 

ム 計 83.9% 85.6%   
(fE.(L と業収益 ) 10,572 11,021   
(E 業 費用 ) 12@ 604 12  874 

  

②医師の確保 

再編前においては、 長井市立総合病院、 南陽市立総合病院、 川西町立病院の 全病院 

において医療法上の 標準医師数を 下回っており、 常勤医師数は 3 病院 計で 5 7 名であ 

ったが、 再編後には、 基幹病院 ( 公立置賜総合病院 ) に中核的医療機能を 集中するこ 

とで医師の効果的な 配置が可能となり、 医師需給が厳しい 中、 平成 1 4 年度には 2 9 

名増 08 6 名の常勤医師の 確保が図られている。 

(3) 山形県置賜地域における 取組の今後の 課題 

病院再編に伴い 新たに整備された 基幹病院 政ぴ 救命救急センタ 一によりいわゆる 高度 

救急医療の提供が 実現し、 また初期・慢性 期 医療を担うサテライト 病院・診療所との 間 

で 機能分担及 び ネットワーク 化が図られ、 地域医療提供体制，医師確保、 経営面におい 
アクア " アト 小 "" 舛田 材木ル ポ尭リ二わア " 干 りつ。 。 し l¥ 。 " ヱ ゆし 一ム Ⅰ @+ 臣 曲流山 。 " 朋 "" ムセ Ⅰ。 。 Ⅱネ太 ソ Ⅱ けグひれ スが "" 百組杯 Ⅱ怖 れ " ニ Ⅰ林下町 新年 俺溶 哩 l ）Ⅰ +, 下 竹 

在 、 いくつかの課題も 見えてきたところであ る。 

まず、 当初の医療連携構想では 急性期、 高度医療は基幹病院で、 初期・慢性 期 医療の 

長期療養患者はサテライト 病院等でという 機能分担を行ったものの、 表一 9 の外来患者 
数の状況が示すとおり、 診療機能の充実している 基幹病院に対する 患者のニーズが 強く、 
基幹病院に患者が 集中する傾向にあ るという点であ る。 

当初の計画では、 基幹病院とサテライト 病院等との間を 専用の光ファイバーケーブル 

で結び、 電子カルテを 導入して医療情報を 共有化する構想であ ったが、 経費負担の問題 

等 もあ り基幹病院は 電子カルテを 導入しているが、 サテライト病院等の 方は依然として 

紙 カルテとなっており、 医療情報の共有化が 十分図られていない 現状にあ る。 
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基幹病院とサテライト 病院等の間での 機能分担による 継続的かつ一体的医療の 提供に 

は医療情報の 共有化が重要であ り、 間もなく既存の 電子カルテシステムも 更新時期がく 
ることから、 今後、 病院システム 全体としての 医療情報の共有化をどのように 図って い 

くかを検討中であ る。 また、 基幹病院内に 設置している 医療連携室を 中心として、 サテ 

ライト病院等、 開業医とのさらなる 医療連携を図っているところでもあ る。 
次に、 「顔が見える 医療」には、 常勤であ れ非常勤であ れ医師を固定することが 重要 

であ るが、 医師も医療設備が 充実しており、 多くの症例を 経験することができる 基幹病 
院勤務を望む 傾向が強く、 また医師の専門も 細分化していることから 医師配置、 派遣シ 
ステムについてさらに 検討が必要であ るという点であ る。 

再編前と比較すると 医師の確保が 図られてはいるが、 未だ十分とは 言えないことから、 

まずは組合全体として 必要な医師の 確保に努めているところであ り、 今後、 医師配置、 

派遣システムの 再構築を行 う とともに、 サテライト病院等の 魅力をいかに 引き出してい 

くかが課題となっている。 個々の医師の 頑張りに依拠しすぎることなく、 システム全体 
として課題解決を 図っていくことが 重要であ る。 

(4) 自治体病院の 再編・ネットワーク 化に類似する 取組事例 
高知県と高知市が、 一部事務組合「高知県・ 高知市病院組合」を 設立し、 PF @ によ 

り、 新たな病院を 整備するにあ たり、 高知県立中央病院と 高知市立市民病院を 統合し ， 
平成 1 7 年初頭の開院を 目指し、 新たな基幹病院の 整備を進めている。 

( 図一 5) 高知県・高知市病院組合によるこ 病院の再編 

高知県立中央病院 
4 0 0 氏 

（ 

一般 3 5 0 床 

） 結核 5 0 床 高知医療センター 
6 4 8 床   

高知市立市民病院 ム 「 6 2 床 
4 1 0 氏 

  H 1 7,  3 開院 
    

く 吉士 8 1 0 氏 Ⅰ 

H ] 7. 3 廃止 

病院が、 都市に集中する 傾向が強い中で、 県庁所在都市における、 都道府県立中央病 
院、 市立病院及び 大学病院の役割分担も、 地域によっては、 充分な検討がなされるべき 

であ るが、 高知県と高知市による 取組は注目される。 そもそも、 県民のため、 市民のた 
めといって、 県政 ぴ 市が張り合って 効率の悪いサービスを 提供する必要はないわけであ 

り、 住民にとって、 あ るべき適切なサービスという 観点から、 こうした再編が 進むこと 

も 期待される。 
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5. 自治体病院の 再編、 ネットワーク 化の検討手順 

い ) 診療圏 ( 二次医療圏など ) ごとの現状分析の 手法 

自治体病院の 再編，ネットワーク 化を進めることには、 具体的かっ充分な 効果があ る 

ことは確認されたが、 それぞれの地域において、 再編・ネットワーク 化が必要か、 必要 

であ るとして、 いかなる再編・ネットワーク 化が適切かを 判断するにあ たっては、 まず 

現状分析が必要となる。 
現状分析を行うため、 簡便で、 かつわかりやすい 手法の在り方について 検討したが、 

たとえば、 

①地域における 必要な医療内容の 分析 ( 中長期の見通しを 含む ) 

②医療提供体制 ( 病床数、 病床利用率、 紹介率、 診療科目、 医師数等 ) 、 自治体病院 
が 果たしている 役割及 び 今後果たすべき 役割の分析 

③病院の配置状況、 各地域から病院への 時間・距離、 各病院にどこに 住む患者が来て 

いるか、 各病院における 手術件数・高度医療機器の 使用状況等を 分析の上、 医療 サ 

一 ビス面、 コスト面の課題を 抽出し・可能な 再編・ネットワーク 化の在り方を 検討 

といった方法があ る。 

その内容は、 図一 6 のとおりであ るが、 その作業を円滑に 行 う ことができるよ う 、 分 

析を行 う ための作業 表を 、 別添の 表 「及 び 表 2 において示したところであ る。 各地方団 

体において、 この方法を活用され、 まずは、 それぞれの診療圏 ( 二次医療圏など ) ごと 

の 現状分析が進むことを 期待したい。 

二次医療 圏 ごとに分析することが 一般的と思われるが、 二次医療圏を 越えて、 患者が 

かなり移動していることもあ --.-.  -  - . . り - ぅ - るところであ - -  .. り、 県立中央病院等の 一 、 ・・ ・ ‥・ 機能 ‥‥ (3 ・ 次救急、 、 ・ ， -. 

ドクターヘりなど ) を含めて、 より広域での 分析をする場合もあ り ぅ ると思われるし、 
逆に、 もう少し狭い 領域で、 当面の再編・ネットワーク 化に向けての 分析がなされる 場 

合もあ ると思われる。 
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( 図一 6) 診療圏 ( 二次医療圏など ) ごとの現状分析と 再編・ネットワーク 化の検討 例 

Ⅰ
 
l
 

地域において 必要な医療内容の 分析 ( 中長期の見通しを 含む ) 

医療圏の医療提供体制の 状況をマクロ 的に把握・分析 

( 現 ・外 項目塞 ) 
・住民の年齢層 
・疾病の状況 

  

これらの項目について、 近隣医療 圏 との比較， 
  病床数、 病床利用率 医療計画と現状の 差違についての 分析等を行い、 
・平均在院日数、 紹介率 医療 圏 における医療提供の 過不足を把握する。 
  き分ヰ 百禾 ユ日番 ケ   

  

2 自治体病院の 役割確認のための 現状分析 

医療 圏 において現在自治体病院が 果たしている 役割をマクロ 的に把握，分析 
医療 圏 において今後自治体病院が 果たすべき役割をマクロ 的に把握、 分析 

これらの項目を 分析しながら ，現在の自治体病院 
の役割を把握するとともに、 1 において把握した 医 
廉直における 医療提供の過不足と 併せ、 当該医療 
圏 において今後自治体病院が 担 う べき役割 ( 機能、 
規模など ) を検討する。 

3 自治体病院の 再拝・ネットワーク ィヒ に 印廿 _ 検討 

現在の医療圏内での 医療提供体制の 現状をミクロ 的に把握・分析 
今後の自治体病院の 医療提供体制のあ り方をミクロ 的に検討 

、上 

これらの項目を 分析しながら、 2 において検討した 
今後自治体病院が 担 う ぺき役割を踏まえて、 住民 
の利便性や効率性等からみて 医療 圏 のどの場所 
にどの程度の 機能や規模を 備えた自治体病院が 
必要かを検討する。 

  I 自治体病院の 再拝，ネットワ - ク ィヒ の具体的な計画の 策定へ l 

(2) 分析及び分析結果の 評価を行 う にあ たっての留意事項 

上記 (1 ) の分析を行 う ためには、 たとえば 2 次医療圏内の 各病院、 診療所の協力が 

必要になる。 民間病院については、 すべての項目について、 明らかにしにくい 場合もあ 

リラる 。 したがって、 完壁な調査結果を 得ることは，地域によっては 難しいこともあ り 

うるが、 まずは、 可能な限り客観的な 分析を行うことが 重要であ る。 その上で、 関係者 
が情報を共有し、 将来を見通し、 適切かつ効率的な 医療サービスの 提供の在り方につい 

て 検討することであ る。 

したがって、 こうした分析を 行うにあ たっては、 まずもって、 都道府県及び 関係市町 
村が、 同じ問題意識のもと、 取組姿勢を明確にしたうえで、 対応することが 必要であ る。 

また、 都道府県内部においては、 医療政策部門と 市町村 行 財政担当部門が、 十分な意思 

疎通を図ることは 不可欠であ る。 
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さらに、 都道府県行政当局のみならず、 都道府県立の 中央病院や、 医師会、 さらには 

大学を含め、 問題意識、 情報を共有するためにも、 関係者により 構成される各都道府県 

医療対策協議会という 枠組を活用することも 意義あ ることと思われる。 
また、 分析結果を評価するにあ たっては、 十分機能できていない 病院でもあ った方が 

安心感があ るとか、 病床の活用が 不十分でもまさかの 時の対応という 意味で確保してお 
いた方がよいとか、 我が町の病院がなくなるのはおかしいといった 感覚的あ るいは感情 

的な判断を廃し、 
①厳しい財政状況下において、 住民の方々に 効率的に医療サービス や へき地医療や 救 

急医療など地域にとって 必要不可欠な 医療が提供される 体制をどのように 構築すべ 

きかという視点、 
② 20 年後、 30 年後まで持続可能なシステムは 何かという視点、 

③住民の方々の 利便や将来コストも 念頭におき、 実現可能な方策は 何かという視点 
に 立って、 現実的な評価検討を 行うべきであ る。 
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